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 各キャンパス担当窓口／提出先_ ※受付時間：8:30～17:15（土日祝除く） 

✧朝倉キャンパス 〒780-8520 高知市曙町二丁目５－１ 

学生支援課 経済支援係（授業料免除及び徴収猶予担当） 

TEL 088－844―8146  FAX 088－840－4134 

✧岡豊キャンパス 〒783-8505 南国市岡豊町小蓮 

学生課 学生支援係（授業料免除及び徴収猶予担当） 

TEL 088－880―2268  FAX 088－880－2264 

✧物部キャンパス 〒783-8502 南国市物部乙 200 

物部総務課 学務室 学生支援係（授業料免除及び徴収猶予担当） 

TEL 088－864―5217  FAX 088－864－5200 

 

 提 出 方 法_ 

 持参又は各キャンパス担当窓口へ事前に連絡のうえ郵送（簡易書留等の追跡確認可能な郵送方法）してください。 

※提出期限までに全ての書類が揃っていない場合は申請書類を受理できないため、高知県内に在住している方は可能

な限り窓口への持参を推奨します。 

 

 免除決定の時期及び通知方法_ 

１．決定時期 ： ７月下旬（予定） 

２．通知方法 

   免除の可否（全額免除・半額免除・2/3 免除・1/3 免除・不許可）は、教務情報システム（KULAS）のお知らせ 

一覧から通知します。 

 

 不許可者等の授業料の納入方法_ 

免除の可否が全額免除以外の方は、結果通知の日から起算して 21 日以内に所定の額を納入しなければなりません。

納入方法を確認のうえ、免除されなかった授業料をすみやかに納付してください。 

口座引き落としの登録をされている方は、所定の額を口座へ入金しておいてください。（原則 26 日が引落し日、土・

日・祝祭日の場合は翌営業日） 

授業料納付に関する窓口 ： 経理課出納係 TEL 088－844－8125 

 

 許可の取り消し_ 

授業料の免除を許可された後でも、申請書類の記載事項に虚偽の事項が判明した場合は許可が取り消しとなり、免除

分の全額を直ちに納付しなければなりません。 

 

 提 出 書 類_ 

免除を希望する方は、次ページより申請書類を確認のうえ、提出してください。 

P 8 の「記入要領」をよく読み、適正な書類を提出願います。 

本学所定の様式類は、別にこの資料に挿んでいます。 

 

★提出された申請書類は、一切返却いたしません。（必要であれば各自コピーを取っておいてください。） 

★提出後に申請内容に変更があった場合は、必ずすみやかに申し出てください。 
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